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（財）財務会計基準機構会員

平成 21 年 5 月 18 日

各 位
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問合せ先：執行役員 財務部長 小島 眞也
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当社子会社の環境事業の事業譲渡に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、連結子会社である株式会社クリモトテクノス

（以下、「クリモトテクノス」）の環境事業を譲渡する件に関し、メタウォーター株式会社

（以下、「メタウォーター」）との間で事業譲渡契約書を締結することを決議いたしました

ので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．事業譲渡の目的

当社グループは平成20年4月よりグループ全体で事業再編に取り組んでおります。

その中で、クリモトテクノスの環境事業につきましては、平成20年3月6日の「当社グルー

プの事業再編に関するお知らせ」にて発表させていただきましたとおり、コア技術を活か

したリサイクル事業および既納設備のメンテナンス事業に特化した活動を展開しておりま

した。

今回、当社として事業の選択と集中をさらに進めるなかで、環境事業をさらに発展させ

ていくには、当社グループ内にとどまるよりも、技術、ノウハウ、顧客基盤などのシナジ

ー効果が期待できるメタウォーターに事業譲渡をおこなう方が、安定的収益基盤を確立し、

さらなる受注機会の拡大とお客様へのサービスの充実を図ることができるなど、事業発展

性およびお客様の利便性向上の観点から最善との判断に至りました。



2

2．譲渡対象事業

当社子会社であるクリモトテクノスにおける環境プラントの設計、製作、販売、補修、

メンテナンス及び運転管理等に関連する事業

3．譲渡先の概要

(1)商 号 メタウォーター株式会社

(2)資本金 75 億円

(3)本社所在地 東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号城山トラストタワー

(4)代表者 代表取締役社長 松木 晴雄

(5)主な事業内容 上下水・再生水処理、海水淡水化等の水環境分野の各種装置類、

施設用電機設備等の製造販売、各種プラントの設計･施工･請負

4．日程

事業譲渡契約締結に関する取締役会決議 平成 21 年 5 月 18 日

事業譲渡契約書締結 平成 21 年 5 月 18 日

事業譲渡期日（効力発生日） 平成 21 年 7 月 1 日（予定）

5．業績への影響

本件事業譲渡にともなう当社連結業績への影響は、確定次第お知らせいたします。

以上


